
 

 

合志市工事等競争入札参加資格有資格業者の指名停止措置について 

 

 

１ 指名停止を受けた業者 

 (1)  住 所  熊本市中央区大江4-16-1 

(2)  商 号  株式会社アクセス  

(3)  代表者   代表取締役 安武 恒幸 

   

２ 指名停止措置の期間 

  令和８年３月２４日から令和８年４月２３日まで（１箇月） 

 

３ 指名停止措置の理由 

  合志市工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領第２条第１項、

別表第１第４号に該当するため。 

 

 

【指名停止等の措置要領第２条第１項に定める別表第１第４号】 

措置要件 期間 

（契約違反等） 

４ 市工事等の履行に当たり、第

２号に掲げる場合のほか、契約に

違反し、市工事等の契約の相手方

として不適当であると認められる

とき、又は正当な理由がなく契約

を締結しないとき。 

当該認定をした日から２週間

以上４箇月以内 

 

 

 

 

 

 


